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年 頭 挨 拶 

 

日本綿スフ織物工業連合会 

会 長  平 松 誠 治 

 

新年あけましておめでとうございます。 

平成最後の新春をお健やかに迎えられましたこと、心からお慶び申し上げます。 

  

昨年は全国各地が大きな災害に見舞われた一年でした。特に、平成３０年西日本豪雨、台風

第２１号と２４号は綿・スフ織物産地機業の一部に被害をもたらし、復旧に向けた機業の懸命な

努力は今なお続いています。一日も早い完全復旧を祈るとともに、本年はこのような災害のない

ことを切に願い、そしてまた、万一の備えを年の初めに総点検し、本年の初稼動を迎えたいと思

 

「年頭挨拶」平松誠治（日本綿スフ織物工業連合会会長）／「年頭所感」井上宏司（経済産業

省製造産業局長）／「年頭所感」安藤久佳（中小企業庁長官）／「年頭所感」杉浦宏美（経済

産業省製造産業局生活製品課長）／綿工連綿’ｓ倶楽部委員会開催／ＪＥＴＲＯ「欧米向けテ

キスタイル輸出展示商談会」開催／日本繊維産業連盟常任委員会開催／技能実習適正化

推進委員会・取引適性化推進委員会開催／ＳＣＭ推進協議会「第２回取引改革委員会」開催／

一般財団法人日本綿業振興会「企画委員会」開催／第６回繊維産業技能実習事業協議会開

催／綿・スフ織物業がセーフティネット保証５号の指定業種に／消費税率引上げに伴う価格

設定ガイドライン／平成３０年度「自習行動計画」フォローアップ調査の結果／平成３１年度予

算案（政府案）・平成３０年度補正予算案閣議決定／平成３０年度第ニ次補正予算「生産性特

別補助金」／平成３１年度与党税制大綱の概要／ 「不正競争防止法等の一部を改正する法

律」の一部を施行するため関係政令が閣議決定／ＥＰＡ・ＴＰＰの動向／特許公開情報 

 

 

 

主 な 内 容 
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います。 

 

さて、２０１２年１２月から始まった景気回復は、この１月に戦後最長のいざなぎ景気を越えるこ

とがほぼ確実になりました。しかしながら、好調な世界の景気を背景に大企業の収益は堅調に

推移するものの衣料品の消費が低調で、綿・スフ織物産地としては景気回復の実感が乏しいの

が現状であります。 

本年はいよいよ１０月に消費税増税、４月に外国人労働者受入れ拡大が始まります。また、昨

年末にはＴＰＰ１１が米国不参加のまま発効されました。 

このように激変する事業環境において、綿・スフ織物業が持続可能な発展を成し遂げるには、

生産性の向上、取引慣行の改善、産地間・異業種の連携等構造改革の推進と需要振興、市場

開拓に全力をあげて取り組む必要があり、工連としてその後押しができればと思っております。 

 

第一に、日本織物産地、日本繊維産地の一員として、海外との競争に勝ち抜くためには、思

い切った構造改革を一体となって進めることが必須であり、取引問題につきましても、不合理な

取引慣行の改善に積極的に取り組みたいと考えております。 

繊維業界全体での「歩引き撤廃」、下請け取引ガイドラインを活用した取引先との基本契約の

締結など、産地ではまだまだの状況にあり、気を引き締めて取り組む必要があります。 

また、企業間・産地間、異業種と人材との交流・連携を図り、既成概念にとらわれない、新しい

商品開発・用途開拓への取組みが不可欠です。同一産地内の企業同士、他産地企業との連携

による問題の解決、協働した事業活動を進めるためには情報の収集・共有化と人脈づくりが求

められています。 

現在生き残っている機業は何かしら独自の強みを持っており、産地間・異業種との交流や連

携により、お互いを知り、それによって自社の強みを再発見し、自信を持っていくことが大切と考

えます。 

 

第二に、需要振興・市場開拓への積極的、且つ、継続した取り組みです。国内衣料品市場の

今後の拡大が厳しいなかでは、輸出市場の開拓、産業資材への展開、染色加工・縫製業者との

連携が肝要であります。 

国内素材産地が今後生き残るためには、“Made in Japan” と独自性を如何に貫けるかにか

かっており、アパレル業界からの国内素材産地との交流を図る提案については工連としても積

極的に対応して成果を出していきたいと考えています。 

これらを後押しするため、綿工連綿’ｓ倶楽部を中心とした、産地間・異業種との交流や連携、

将来を担う若い世代の発掘・育成、情報共有の場である「機屋よろず NetWork」の展開、これま

で６年にわたり取り組んできました「綿織物産地素材展」は、新たにアパレル企業、クリエーターと

ビジネスが始まっており、本年も３月に「第７回綿織物産地素材展」を開催すべく準備を進めてい

ます。また、平成２２年度から行っている綿・スフ織物業の構造改革・需要振興に対する助成金
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事業についても、より利用しやすいものにして継続実施の予定です。 

 

綿・スフ織物産地一丸となって、平成に続く新しい時代に持続可能な社会を目指す一員とし

て、綿・スフ織物業の更なる発展にまい進してまいりましょう。最後に、皆様にとって佳き年になり

ますよう祈念して新年のご挨拶といたします。 

平成３１年 元旦 

 
 

 

 

年 頭 所 感 

 

経 済 産 業 省 

製 造 産 業 局 長 

                                                 井 上 宏 司 

 

平成３０年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。 

 

我が国経済は、安倍政権発足から６年での様々な改革や金融・財政政策によって名目ＧＤＰ

は５４兆円増加、正社員の有効求人倍率は１倍を超え、２％程度の高水準の賃上げが５年連続

で実現するなど、着実に成長軌道に乗りつつあります。一方、製造業を巡る外部環境は目まぐる

しく変化しています。変革する競争環境の中で勝ち残り、世界をリードしていく企業を後押しして

いくためにも今こそ具体的なアクションを起こしていただければと思います。製造産業局としても

貢献をしていきます。 

具体的に、まずは「Connected Industries」です。このコンセプトは、将来的に目指すべき未来

社会である「Society5.0」を実現していくために、データを介して、様々な繋がりが生まれることで、

新たな産業や付加価値の創出、社会課題の解決につなげていくものです。ＡＩやＩｏＴ、ロボット

技術が進展し、従来の産業ごとのもの売りだけではなく、こうした技術を活用した、業種横断的な

サービスとの連動が拡大しています。ビジネスモデルの創出や抜本的な生産性向上、深刻な人

手不足解消などに資する取組であります。引き続き、「自動走行・モビリティサービス」、「ものづく

り・ロボティクス」、「バイオ・素材」等の重点５分野を中心にデータ共有や AI を用いたデータの利

活用などを推進していきます。 

自動車は、重要な生活の足であるとともに、製造業の出荷額の約２割、雇用の約１割を占めて

いるなど、経済・雇用面で幅広い波及効果を有する日本経済の牽引役であります。仮に国内の

自動車市場が縮小すれば、地域の経済・雇用、ひいては日本経済全体に大きな影響が出ると
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予想されます。このため、自動車の保有に関する税負担の軽減などの車体課税の抜本見直しに

加えて、消費税率引き上げ時の需要平準化対策として自動車の取得に関するユーザー負担の

軽減いたします。また、自動車産業には、ＣＡＳＥと呼ばれる大変革の時代が押し寄せています。

ＩＴ企業やベンチャー等が積極参入し、業種を超えた異種格闘技戦の様相を呈してきています。

日本が引き続き世界のイノベーションをリードできるよう、CASE の潮流をチャンスととらえて積極

的に対応してまいります。４月に「自動車新時代戦略会議」を立ち上げ、電動化を中心に中間整

理をさせていただいております。 

さらに、世界的に保護主義的な動きが広がる中、日本は自由貿易の旗手として主導的な役割

を果たしてまいります。まず、ＴＰＰ１１の更なる拡大を目指します。また、２月１日に発効する日

ＥＵ・ＥＰＡを含め、EPA を活用した中堅・中小企業の海外展開を積極的に支援します。ＲＣＥＰ

については、今年中の妥結を目指して交渉を進めていきます。 

また、鉄鋼の過剰生産能力は未だ世界的課題であり、貿易制限措置の応酬がなされている

現状であればこそ、多国間の枠組みである鉄鋼グローバル・フォーラムで具体的な成果を出す

ことが必要です。日本は昨年１２月から議長に就任しました。引き続き、積極的に貢献していきま

す。 

今年１０月に、消費税が１０％に引き上げられます。軽減税率制度への円滑な対応をお願い

申し上げます。中小企業の皆様に対してはレジ・システム補助金を用意しております。 

アベノミクスの成果を全国に届けていくためには、中小企業の取引条件を改善するとともに、

サプライチェーン全体で付加価値を生み出す取り組みが不可欠です。特に、自動車、素形材、

建設機械・機械製造業、繊維等の関係団体におかれましては自主行動計画を策定いただいて

おります。進捗状況のフォローアップを踏まえれば、取引適正化に向けた取組みを更に加速す

ることが重要であると考えています。また、自主行動計画や未来志向型・型管理アクションプラン

の策定は、業界として前向きに取引適正化に資する取組を行っているという好事例であります。

取引適正化の取組の推進に当たっては、発注側、受注側双方の理解、協力が不可欠です。こ

の動きを更に大きなものとすべく、未策定の業界の方とともに議論を深めていきたいと考えてい

ます。 

昨年は豪雨や台風、地震などによる被害が相次いで発生いたしました。被災された方々には

お見舞いを申し上げます。また、業界の皆様には被災地への物資支援、節電・逆潮の実施など

多大なるご協力をいただき感謝しております。北海道胆振東部地震では大規模停電が発生した

ことを踏まえ、エネルギーの安定供給を推進していきます。 

福島の復興は、経済産業省の最重要課題です。製造産業局としても、福島県とともに、「福島

イノベーション・コースト構想」の中核となるロボットテストフィールドの整備等に取り組んでいます。

ロボットテストフィールドは、試験飛行や実証実験を行える場です。来年 3 月に全面開所予定で

あり、産学官の関係者に広く活用いただきたいと思います。また、福島での企業立地や事業展

開をお考えの際はご相談ください。 

２０２５年の万博について、大阪・関西への誘致を勝ち取ることができました。政府・自治体・経
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済界が一体となり、オールジャパンで準備を進めてまいりますので、経済界の皆様には引き続き

の御理解と御支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

末筆ながら、本年の皆様の御健康と御多幸を、そして我が国製造業の着実な発展を祈念い

たしまして、新年の御挨拶とさせていただきます。 

平成３０年 元旦 

 

 

 

 

年 頭 所 感 

 

中 小 企 業 庁 長 官 

安 藤 久 佳 

 

平成３１年の新春を迎えるに当たり、謹んでお慶びを申し上げます。 

 

安倍内閣の発足以降、名目 GDP は約５４兆円増え、就業者数は約２５１万人拡大し、中小企

業においても賃上げ率が４年連続で増加するなど経済の好循環が浸透し始めています。 

 

しかしながら、こうした景気回復が既に高度成長期の「いざなぎ景気」を超える戦後２番目の長

さとなって続いている一方で、全国の７割に当たる三千万人を超える従業員の雇用を支えるなど、

日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者の皆さんは、経営者の高齢化や人手不足と

いった構造変化に直面しています。 

 

中小企業庁としては、足下の好景気に慢心することなく、中小企業・小規模事業者の皆さんが

構造変化を乗り越えて持続的に発展できるよう、以下の分野に重点的に取り組んでまいります。 

 

第一に、経営者の高齢化は大きな課題です。２０２５年には経営者の６割が７０歳を超え、多く

の中小企業が廃業する結果、約６５０万人の雇用が失われるとの分析もあります。実際、事業者

数は年間１０万者程度のペースで減少しつつあり、足下では３５８万者まで減少しています。こう

した「待ったなし」の課題に対して、早め早めの円滑な事業承継は有効な解決策の一つです。 

 

このため、平成３０年度税制改正では、事業承継時の贈与税・相続税の支払い負担を実質ゼ

ロにするなど、法人の事業承継税制の抜本的な拡充を行いました。お陰様で足元の申請件数

は昨年度の約１０倍に迫る勢いです。来年度は更に個人事業者の事業承継を後押しするため、
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１０年間の時限で、土地、建物、機械・器具備品等の承継時の贈与税・相続税の支払い負担を

実質ゼロにする制度を創設します。これらの措置により事業承継税制は完成しました。 

 

今後は、これらの税制も積極的に活用いただきながら、早め早めの円滑な事業承継を全国で

実現していくことが重要です。事業承継の実現に向けて（一財）日本綿スフ機業同交会の皆様

のご協力を賜ればと考えております。 

 

第二に、深刻な人手不足に直面する中、生産性の向上は喫緊の課題です。また、働き方改

革を進めて行く上でも、生産性向上は必要不可欠です。２０２０年４月には長時間労働規制が、

２０２１年４月には同一労働・同一賃金が、それぞれ中小企業にも適用されます。中小企業・小規

模事業者の皆さんの生産性向上に向けて全力で取り組んで行く所存です。 

 

具体的には、中小企業・小規模事業者の皆さんが生産性を向上させられるよう、「ものづくり・

商業・サービス補助金」や「IT 導入補助金」による設備投資・IT ツール導入支援、「持続化補助

金」による販路開拓支援等を行ってきました。引き続き切れ目なく支援を行えるよう、支援措置を

講じていきます。 

 

また、今年１０月に予定されている消費税率引き上げ、軽減税率制度の実施に伴い、中小企

業・小規模事業者に混乱を生じさせないよう、しっかりと準備を進めていくことが必要です。 

 

消費税率引上げに伴う駆け込み需要や反動減を抑える需要平準化策に万全を期すことは当

然ですが、これに加えて軽減税率制度の実施や転嫁対策にもしっかりと取り組みます。 

 

具体的には、中小企業団体、関係省庁及び業界団体とも連携しながら、相談窓口の設置や

説明会の開催、パンフレットの配布といった周知・広報を行ってまいります。また、軽減税率対応

を推進するため、レジ・システム補助金を用意しておりますが、中小企業団体等の意見を踏まえ、

１月から補助率の３／４への引き上げや対象事業者・補助事業の拡大等を行い、さらに中小企

業・小規模事業者の円滑な対応を後押ししていきます。加えて、全国に４０９名の転嫁 G メンを

配置して、情報収集や立ち入り検査、指導等を行っており、来年度からは転嫁Gメンの増員も含

めて、転嫁対策に係る監視・取り締まりの強化を一層進めていきます。（一財）日本綿スフ機業同

交会の皆様におかれましても制度の周知等について御協力をお願いいたします。 

 

昨年は平成３０年７月豪雨、北海道胆振東部地震、相次ぐ台風被害など多くの自然災害に見

舞われた年でした。引き続き復旧・復興に向けた支援策を講じていくことは勿論ですが、中小企

業・小規模事業者の事前の防災・減災対策を進めることの重要性を改めて強く認識しました。こ

のため、立法措置も視野に中小企業の強靭化をトータルで支援してまいります。 
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本年は 5月に新たな元号に改元されます。こうした節目の年である本年が、中小企業・小規模

事業者の皆様にとって大きな飛躍の年となるよう心より祈念し、新年のご挨拶とさせていただきま

す。 

平成３１年 元旦 

 

 

 

 

年 頭 所 感 

 

経 済 産 業 省 

製造産業局生活製品課長 

                                                杉 浦 宏 美  

 

２０１９年の年頭にあたり、謹んで新春のお慶び申し上げます。 

 

昨年７月に生活製品課長を拝命し、５か月が経ちました。この間、生活製品課は、すでに公表

している当課の取組方針において掲げた「生活の質の向上」、「消費者本位でのものづくり」、

「適正な価格」及び「Connected Industries（ソリューション志向）」の４つの視点に立ち、事業者の

皆さんと対話しつつ、商品・サービスの高付加価値化、サプライチェーンの再構築、積極的な海

外展開、ＩｏＴなどの活用、取引適正化などに向けた取組を進めてきました。また、昨年は災害が

多い１年で、数次にわたり下着や土嚢袋などの生活物資を被災地にお届けしました。その際、

物資の提供に御協力いただいた事業者の皆様方にはこの場を借りて御礼申し上げます。 

 

今後も取組方針の下、必要な取組を進めていきます。まず、取引適正化は、繊維業界にとっ

て最重要課題であり、継続的に取り組んでいく必要があると認識しています。昨年秋に実施した

「繊維産業の適正取引の推進と生産性・付加価値向上に向けた自主行動計画」のフォローアッ

プ調査の結果によると、前回の調査結果に比して取引改善が大きく進んでいるとは言えない状

況です。不適切な取引慣行はサプライチェーンを脆弱化し、中期的には各事業者や業界の競

争力を損なうほか、企業の評価や消費者の信頼を失うことにもつながります。取引適正化の推進

は、事業者の皆様方に裨益する取組であることを改めて確認いただき、積極的に取引改善に取

り組んでいただくようお願いします。 

２点目は、外国人技能実習です。昨年は、繊維産業の技能実習における賃金不払いなどの

不正行為が多いという問題がクローズアップされました。経済産業省では技能実習法に基づき

繊維産業技能実習事業協議会を設置、６月に同協議会として、「繊維産業における外国人技能
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実習の適正な実施等のための取組」を決定し、技能実習受入企業だけでなく、受入企業へ発注

する企業もサプライチェーンに対する責任の観点から技能実習の適正化に向けた取組を進める

こととなりました。日本の繊維産業の健全な発展のため、事業者の皆様方におかれては産業全

体でこの取組を進めるようお願いします。 

３点目は、上記２点と関連しますが、サステナビリティです。国連では「持続可能な開発目標

（ＳＤＧｓ）」が採択され、また、経済協力開発機構では主にＳＤＧｓ目標８「経済成長と雇用」の実

現のため、「衣類・履物セクターにおける責任あるサプライチェーンのためのデューディリジェン

スガイダンス」が策定されています。これからの企業活動においては従来の価格、品質、安全に

加え、環境や労働者の人権への配慮といったサステナビリティの実現が強く求められる時代にな

りました。このような国際的潮流を踏まえ、事業者は法令遵守、適正な取引条件や労働環境など

の確保について社会的責任を有することを認識していただくことが重要です。目先の利益にとら

われることなく社会貢献や企業価値を高める観点から、ＳＤＧｓを意識したビジネスを展開される

ことを強く期待します。 

４点目は、インバウンドを含めた海外市場の開拓です。高品質・高感性・高機能な日本の繊維

製品はポテンシャルが高く、更なる輸出拡大が可能と考えています。通商交渉・二国間協力等

の環境整備に引き続き取り組むとともに、事業者の皆様に対し情報提供や活用可能なツールの

紹介を行うなど、海外市場開拓を支援していきます。 

５点目は、ＩｏＴなど新しい技術を活用した商品・サービスの高付加価値化です。昨年４月、ファ

ッションテックとスマートテキスタイルに焦点を当て、現状、今後の課題や取組、将来的な可能性

について報告書をとりまとめました。スマートテキスタイルについては、昨年秋より、実際にスマー

トテキスタイルに取り組んでいらっしゃる事業者等にお集まりいただき、普及のために活用可能

な施策等の情報提供や、実用化に向けた意見交換を行う会議を開催しています。こうした活動

を通じてスマートテキスタイルの実用化・市場開拓に取り組む事業者の皆様を応援していきます。

一方、ファッションテックについては、衣類の廃棄問題の解決策の一つとしても注目されるマスカ

スタマイゼーションに関し、生産性の向上、価格の合理化等への効果を検証する調査を実施し

ているところであり、本年度中にとりまとめを行う予定です。 

 

当課としては、取組方針に掲げる４つの視点の下、引き続き創意工夫をもって前向きかつ意

欲的に取り組む事業者の皆様方を応援してまいります。皆様の一層の御理解・御支援を賜りま

すようお願い申し上げます。 

最後に、本年は大きな災害のない佳き年となるよう心から祈念いたしまして、平成から新たな

年号に移行する特別な年の初めの挨拶とさせていただきます。 

平成３１年 元旦 
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●綿工連綿’s 倶楽部委員会開催 

昨年１２月１日（土）、大阪綿業会館において綿工連綿’ｓ倶楽部の委員会が開催され、９産地

から１３名が出席した。３月２日（土）に名古屋において開催される全国交流会について情報交

換会のテーマやスケジュール等を詰めた。また、１１月１日（木）と２日（金）に東京中目黒で開催

された、５回目となる「機屋の生地直売会」の反省会も行った。 

 
●ＪＥＴＲＯ「欧米向けテキスタイル輸出展示商談会」開催 

１２月４日（火）、５日（水）の両日、大阪本町のＪＥＴＲＯ本部において海外招聘バイヤーとテキ

スタイル企業との展示商談会が開催された。綿工連傘下の企業は大阪南部の辰巳織布、備中

のクロキ、広島の中国紡織関連会社の山陽染工が参加した。招聘バイヤーは「イザベル・ラン

（仏）」、「メアリー・カトランズ（英）」、「プラダ（伊）」、「ジョルジオ・アルマーニ（伊）」、「ジェイソン・

ウー（米）」、「３.１フィリップ・リム（米）」の６ブランド。 

 

●日本繊維産業連盟常任委員会開催 

１２月５日（水)、東京霞が関の東海大学校友会館において日本繊維産業連盟の常任委員会

が開催された。当日は経済産業省から井上製造産業局長はじめ大内審議官、杉浦生活製品課

長、商務・サービスグループから三牧クールジャパン政策課長ほかの出席があった。 

鎌原繊産連会長と井上局長の挨拶があり、続いて杉浦生活製品課長から「繊維産業の課題

と経済産業省の取組み」、三牧クールジャパン政策課長より「ファッション政策とクールジャパン

政策について」それぞれ説明があった。その後、１月１６日の総会に係る議題等について了承さ

れた。 

 

●技能実習適正化推進委員会・取引適正化推進委員会開催 

１２月５日（水）、 繊産連常任委員会終了後同所にて標記の委員会が開催された。技能実習

適正化推進委員会においては、第２回事業協議会フォローアップアンケート調査の結果が報告

された。また、今後のＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の取組みについても発表があった。 

取引適正化推進委員会では第２回自主行動計画フォローアップアンケート結果の報告、「ＴＡ

取引ガイドライン第三版」の説明があった。 

 

●ＳＣＭ推進協議会「第２回取引改革委員会」開催 

１２月１１日（火）、東京有明のＴＦＴビル東館研修室において繊維ファッションＳＣＭ推進協議

会の「平成３０年度第２回取引改革委員会」が開催された。 

最初に公正取引委員会事務総局官房総務課小俣総括補佐から、「下請取引においては、親

事業者の下請法違反行為により下請事業者が不利益を受けている場合であっても、その取引

の性格から下請事業者から自発的な情報提供が期待しにくい実態がある。公正取引委員会で

は、定期的な書面調査（アンケート）を実施するなどして下請法違反被疑事実を情報提供しやす



綿スフ織物情報              ２０１９年(平成３１年)  １月号 Vol.１８３４ 

 
 

 

 - 10 - 

い環境整備に取組み、違反行為の発見のために積極的な情報収集に努めている。地方事務所

等を含めた全国の相談窓口において、下請法等に係る相談を受付けている。交渉に役立てる

ためにも相談してほしい。」と話があった。 

 また、独占禁止法に導入される確約手続の概要（ＴＰＰ協定及びＴＰＰ１１協定の締結に伴う関

係法律の整備に関する法律による独占禁止法の改正）についての説明もあった。 

 次に、９月に実施した第２回自主行動計画フォローアップアンケートの自由記述欄に記載され

た産地事業者の声が公表された。業界団体や政府への対応要望には、「商慣習や取引条件改

善は法律でなければ難しい」との意見もあった。委員からは、「自主行動計画だから自ら行動を

起こすことが大事である。」「契約書を交わすことが自社を守ることに繋がる」「団体会員でない企

業への適正取引推進活動の浸透が難しい」などの意見が出された。 

 

●一般財団法人日本綿業振興会「企画委員会」開催 

１２月１２日（水）、大阪綿業会館において標記委員会が開催された。当日は２０１８年度コット

ンプロモーション事業実施状況、コットンマークの添付状況が報告され、２０１９年度の事業計画

（案）、予算(案)について説明があった。また、“ＵＳＡ ＣＯＴＴＯＮ”のサスティナブルな綿花生産

の取組みが報告された。 

 

●第６回繊維産業技能実習事業協議会開催 

１２月２０日（木）、経済産業省会議室にて第６回となる「繊維産業技能実習事業協議会」が開

催された。当日は技能実習制度遵守における取組状況のフォローアップ調査アンケートの結果

が報告された。回答した技能実習生を受け入れているすべての企業から技能実習計画に従っ

て実習がなされており、日誌も作成されているなどの回答があった。また、日本ボディファッション

協会からワコールグループのＣＳＲ調達活動、アディダスジャパンの取組事例が発表された。 

 

●綿スフ織物業がセーフティネット保証５号の指定業種に 

経済産業省は、業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフ

ティネット保証５号について、平成３０年度第４四半期の対象業種に「綿・スフ織物業」が指定さ

れた。 
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●消費税率引上げに伴う価格設定ガイドライン 

消費税率の引上げ前後に消費者が安心して購買できるよう柔軟な価格付けができるよう、政

府において「消費税率の引上げに伴う価格設定について（ガイドライン）」が取りまとめられた。こ

のガイドラインの内容については、消費税率の引上げに伴う駆込み需要・反動減といった経済

変動を可能な限り抑制する観点から、分かりやすく広報を行うこととされている。 



綿スフ織物情報              ２０１９年(平成３１年)  １月号 Vol.１８３４ 

 
 

 

 - 12 - 

●平成３０年度「自主行動計画」フォローアップ調査の結果 

「下請等中小企業の取引条件改善」に向けて各業界団体が策定した「自主行動計画」につ

いて、平成３０年度の取組みの進捗状況についてフォローアップ調査結果が公表された。また、

平成２９年より下請 G メンによる下請中小企業へのヒアリング調査を実施しており、今回、平成３０

年度の調査結果が取り纏められた。 
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●平成３０年度第ニ次補正予算「生産性特別補助金」 

経済産業省・中小企業庁が２０１８年度第二次補正予算案で、中小企業・小規模事業者を対

象にした「生産性特別補助金」を創設し１０００億円規模が盛り込まれた。中小企業の設備投資

を促す「ものづくり補助金」を中心に「ＩＴ導入補助金」「持続化補助金」の３本柱を統合して大規

模予算を投じる。２０１９年１月召集の通常国会冒頭に提出し、早期成立を目指す。第ニ次補正

予算全体の規模は３兆５１億円。（予算、補正予算に関しては別掲） 

 

●平成３１年度予算案（政府案）・平成３０年度補正予算案閣議決定 

１２月２１日、平成３１年度予算案について閣議決定された。一般会計総額は１０１.５兆円。経

済産業省関係の平成３１年度当初予算は全体で合計約１.２兆円。これに加えて、臨時・特別の

措置として、ポイント還元事業として約２,７９８億円、商店街活性化として約５０億円、及び国土強

靱化関連として約６５６億円を措置。平成３０年度第二次補正予算では、国土強靭化関連、中小

企業対策等で合計約２,８００億円を計上。これらはともに１月の通常国会に提出。 
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〇平成３１年度予算・３０年度補正予算における中小企業対策事業の概要 
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●平成３１年度与党税制大綱の概要 

自民、公明両党は１２月１４日、平成３１年度税制改正の基礎となる「平成３１年度

与党税制改正大綱」と平成３１年度予算案の基本的な考え方となる「平成３１年度予算

編成大綱」「平成３０年度補正予算案」」を発表したが、１２月２１日にこの税制改正案、

予算案が閣議決定された。  
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●「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の一部を施行するため、関係政令が

閣議決定 

第１９６回通常国会において、これまで一部の中小企業が対象だった特許料、審査請求料及

び国際出願関連手数料（以下「特許料等」という）の軽減措置を、全ての中小企業に拡充するこ

ととする「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が成立した。 

（参考） 

１．特許料：特許権を維持するために支払う金額 

２．審査請求料：特許出願の審査を請求する際に支払う手数料 

３．国際出願関連手数料：国際出願を行う際に支払う手数料 

同法において政令に委任された軽減対象者及び軽減率、同法の一部の施行期日を定めるた

め、関係政令が１２月２８日に閣議決定された。 

 

〇政令の概要 

（１）不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第１条第４号に掲げる規定の施行期日 

を平成３１年４月１日とする。 

（２）不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関す

る政令 

ア．特許料等の軽減対象者と軽減率を下記のとおり定める。 

（ア）中小事業者、特定中小事業者、試験研究機関等（大学、大学の技術移転を行う事 

業者、試験研究独立行政法人等）：１/２ 軽減 

（イ）小規模企業（従業員２０人以下）、ベンチャー企業（設立１０年未満）：２/３軽減 

（ウ）福島復興再生特別措置法に係る事業を行う中小事業者：３/４軽減 

イ．特許料等の軽減措置の拡充により特許特別会計において恒常的に歳出が歳入を超過

することが予想されたため、収支相償となるよう、審査請求料の基本料金を ２０，０００円

値上げ。ただし、新たな審査請求料は、本政令の施行後にする特許出願から適用。 

改定後：１３８，０００円＋請求項×４，０００円   
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ＥＰＡ（経済連携協定）／ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）の動向 

●我が国のＥＰＡへの取組状況 
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●ＴＰＰの概要 

 

●TPP をめぐる動き（２０１８年１２月３０日発効） 

２０１８年１０月３０日、６か国目となる豪州が国内手続を完了した旨の通報をニュージーランド

に行ったことから、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（ＴＰＰ１１協定）

の発効が確定、２０１８年１２月３０日０時に発効した。  

署名後、迅速に手続を進めてきた日本、メキシコ、シンガポール、ニュージーランド、カナダ、

そして豪州との６か国（以下、原締約国）で発効となる。ベトナムは７カ国目の批准国として、１１

月１５日に同協定寄託国であるニュージーランド政府に通報した。寄託国に通報した日から６０

日後に効力が生じるため、ベトナムでの発効は２０１９年１月１４日となる予定。 

これにより、世界ＧＤＰの１３.３％、総人口５.１億人、貿易総額５５０兆円を抱える巨大な経済圏

が誕生した。ＴＰＰ１１の関税削減スケジュールでは、原締約国は２０１８年が１年目、２０１９年が２

年目（注）の適用になる。２０１９年に発効となるベトナムは、２０１９年が１年目の適用になるか、原

締約国と同様に２年目の適用になるかは、各原締約国によって決められ、日本はベトナムに対し

て２年目の削減スケジュールを適用することを決めている。 

ＴＰＰ１１の発効後、協定に基づく閣僚級の第１回ＴＰＰ委員会を日本が議長国となって東京で

開催する予定。日程は関係国と調整の上、年明けの早い時期を想定している。この委員会では、
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協定の実施、運営に関する方針等を決定するほか、新規加盟希望国の扱いについても協議を

する予定。  

 

（注）関税削減スケジュールで、日本は２０１９年４月１日から２年目、日本以外の締結国は２０１９

年１月１日から２年目が適用される。 
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なお、凍結項目に入らなかったが、一定期間猶予する内容（２項目）についてはサイドレター 

（補足文書）を交わすこととなる。 

 



綿スフ織物情報              ２０１９年(平成３１年)  １月号 Vol.１８３４ 

 
 

 

 - 38 - 

２０１５年１０月５日に大筋合意したＴＰＰ１２協定の工業製品（繊維分野を含む）の概要 

（１）市場アクセス（関税撤廃） 
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（２）繊維分野についての各国の関税撤廃（譲許）について 

①日本（上表に示すとおり） 

品目 譲許内容 基準税率 

繊維・繊維製品ほぼ全て 即時撤廃 
生地：１.９～１４.２％ 

衣類：４.４～１３.４％ 

一部の衣類（（化合繊製オーバーコート等） １１年目撤廃 ７.４～１２.８％ 

②カナダ 
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③ニュージーランド 

 

④オーストラリア 

⑤ベトナム 

⑥米国（離脱） 
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（３）繊維分野の原産地規則 

①複数の締約国において加工工程の足し上げを行い、原産性を判断する完全累積制度。 

②繊維及び繊維製品の原産地規則は、「紡ぐ」、「織る」、「縫製」という３つの工程を原則ＴＰＰ

締約国内において行わなければならない「ヤーンフォワード･ルール」。 

ただし、綿糸（ＨＳ５２.０４－５２.０７）、合繊長繊維糸（ＨＳ５４.０１－５４.０６）、化合繊紡績糸

（ＨＳ５５.０８－５５.１１）、ニット生地（ＨＳ６０類）については、締約国内での「綿花」、「化合繊

短繊維」を使用する「ファイバーフォワード・ルール」。 

③ヤーンフォワード・ルールを前提としつつ、「供給不足の物品」（ショートサプライ・リスト（ＳＳＬ））

に掲載された域内での供給が十分でない厳選された材料（繊維、糸、生地）については、

例外的に域外から調達しても、その最終用途の要件を満たせば原産品として認めている。 

（注）衣類を輸出する場合であって、使用する糸がＳＳＬに掲載されている場合、織る、縫製

の２工程を域内ですればよく、また、生地がＳＳＬに掲載されている場合、縫製の１工程

のみを域内ですればよいことになる。 

④６１類及び６２類の衣類が原産品であるか否かは、製品の関税分類を決定する構成部分

（表側の生地に占める面積が最も大きい部分）で関税分類番号の変更を満たす必要がある。 

＜その他の要件＞ 

①弾性生地ルール 

６１類及び６２類の衣類に弾性糸を使った生地（ＨＳ6002、5806.20）を使用する場合、当該

生地は域内産の糸を使用する。また、関税分類を決定する構成部分に弾性糸が使用され

る場合には、域内産の糸を使用する。 

②縫糸ルール 

６１類及び６２類の衣類及び６３類の製品に縫糸（ＨＳ５２０４、５４０１、５５０８の縫糸又は５４０２の

糸を縫糸として使用）を使用する場合、当該縫糸は域内産の縫糸を使用する。 

③絹１００％の着物に関するルール 

着物又は帯に使用する絹１００％の絹織物を域内で製織、裁断・縫製する必要がある。 

※絹織物はＳＳＬで域外調達が例外的に認められているが、着物又は帯に使用する絹 

１００％の織物の域内調達を義務付け。 

④デミニミス（原則、非原産材料が全重量の１０％以下の場合、原産品とみなす。） 

ただし、弾性糸については、域内産を義務付け。 

⑤緊急措置（セーフガード）、関税法令違反に関する税関当局間の協力、監視を規定。 

＜第３章 原産地規則及び原産地手続＞ 

輸入される産品について，関税の撤廃・引下げの関税上の特恵待遇の対象となるＴＰＰ域

内の原産品として認められるための要件及び特恵待遇を受けるための証明手続等を定め

る。本章のルールにより、例えば以下のようなメリットが考えられる。 

（１）ＴＰＰ特恵税率の適用が可能な１２か国内の原産地規則の統一（事業者の制度利用負

担の緩和） 
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（２）輸出者、生産者又は輸入者自らが原産地証明書を作成する制度の導入（貿易手続の

円滑化） 

（３）完全累積制度の実現  

ＴＰＰ協定においては、複数の締約国において付加価値・加工工程の足し上げを行い、

原産性を判断する完全累積制度を採用。日本が締結済みのＥＰＡにおいても、メキシコ、

ペルー等で完全累積制度を採用している。 

 

（４）広域ＦＴＡ化による原産品輸送の容易化（立証負担の緩和） 

二国間のＦＴＡにおいては、産品の輸送の際に第三国を経由した場合には、当該貨物の原

産性が維持されているか否かについて輸入国税関に対し立証する負担がある。一方で、ＴＰ

Ｐは全ての締約国を一つの領域とみなす広域ＦＴＡであり、全ての締約国の領域内を移動す

る限りにおいては、貨物の原産性が維持されることになる。 

協定書第３章原産地規則及び原産地手続きの仮訳については下記ＵＲＬを参照 

 http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/text_kariyaku/160202_kariyaku_03-1.pdf 

附属書３D 品目別原産地規制 

http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/text_kariyaku/160202_kariyaku_03-2.pdf 
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日  本  と  各  国  と  の  Ｅ  Ｐ  Ａ  交  渉 

●日・ＥＵ経済連携協定について 

１２月８日、日・ＥＵ経済連携協定が参院本会議で採決され、与党などの賛成多数で承認され

た。政府は政省令の改正など必要な手続きを年内に終えた。欧州議会も１２月１２日に本会議で

承認され、２１日のＥＵ加盟国で構成する理事会の承認を経て批准手続きを終えたので、２月１日

に発効する見通しとなった。 

 

 

２０１７年７月：第２４回ＥＵ首脳協議で大枠合意 

２０１７年１２月：首脳電話会談交渉妥結合意 

２０１８年７月：第２５回首脳協議で署名 

２０１８年１２月：国会で承認 

※日ＥＵ経済連携協定テキスト（和文）   

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ie/page4_004215.html 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ie/page4_004215.html
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〇日・ＥＵ経済連携協定の概要 
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●日中韓経済連携協定について 

１２月６日から７日まで，中国・北京において，第１４日中韓自由貿易協定（ＦＴＡ）交渉会合が

開催された。この会合では、日中韓ＦＴＡ交渉の加速化に合意し，本年の日中韓ＦＴＡ交渉の進

め方について議論が行われた。また、ＲＣＥＰ交渉の進捗を踏まえ，幅広い交渉分野について議

論が行われた。第１５回日中韓ＦＴＡ交渉会合は，日本で開催する方向で，今後日程を調整す

ることとなった。 

２０１８年１２月：第１４回交渉会合（北京） 

中韓ＦＴＡ発効を踏まえたアジア貿易自由化への影響  
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東アジアの繊維貿易フロー （２０１７年） 

 

●日・ＲＣＥＰ経済連携協定について 
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２０１８年４月： 第２２回交渉会合（シンガポール） 

２０１８年７月： 第２３回交渉会合（バンコク） 

２０１８年８月： 第６回閣僚会合（シンガポール） 

２０１８年１０月： 第６回中間閣僚会合（シンガポール） 

２０１８年１０月： 第２４回交渉会合（ニュージーランド） 

２０１８年１１月： 閣僚会合・首脳会合（シンガポール） 

 

 

１．ＲＣＥＰが実現すれば、人口約３４億人（世界全体の約半分）、ＧＤＰ約２０兆ドル（世界全体

の約３割）、貿易総額約１０兆ドル（世界全体の約３割）を占める広域経済圏が出現。 

２．世界の成長センターであるアジア太平洋地域経済との連携強化は、我が国が経済成長を

維持・増進していくために不可欠。 

３．我が国の貿易総額に占めるＦＴＡ締結相手国との貿易の割合（ＦＴＡ比率）が２７％、（中国 

２１．２％、韓国５．６％）増加し、日本再興戦略の目標達成（２０１８年までにＦＴＡ比率７０％）

に寄与。 

４．物品貿易（関税撤廃・削減等）に加え、サービス貿易、投資、知的財産等が含まれるため、

これらの分野での我が国企業の活動を支援、地域におけるルール作りに貢献。 

５．広域のＦＴＡが実現することにより、参加国間における貿易・投資が更に促進されるとともに、

地域における効率的なサプライチェーンの形成等に寄与。 

 

●日・カナダ経済連携協定について 
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●日・コロンビア経済連携協定について 

２０１６年は事務レベルでの非公式会合を開催 

 

●日・トルコ経済連携協定について 

２０１８年９月： 第１１回交渉会合（東京） 

２０１８年１２月： 第１２回交渉会合（トルコ） 
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●特許公開情報 
２０１8 年１２月に公開された織物の製造方法に関する、特許公開情報です。 

特許電子図書館 HP： https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage 

検索範囲： 4L048, D03D1/00～D03D27/00 

[特許公開情報] （２０１８年１２月公開分） 

＜１２月分＞   

項番 文献番号 出願人 発明の名称 

1 実登 3219483 株式会社丸山タオル 織物 

2 特開 2018-204707 槌屋ティスコ株式会社 回転軸シール 

3 特開 2018-204142 

国立大学法人京都工芸繊維

大学 

国立研究開発法人国際農林

水産業研究センター 

ポリ乳酸溶融紡糸繊維 

4 特開 2018-204135 河野 克己（神奈川県） じゃばら状に伸縮する筒状織物 

5 特開 2018-202639 東レ株式会社 樹脂複合体 

6 特開 2018-202071 日本カーペット工業株式会社 敷物用パイル材 

7 特開 2018-199889 

トヨタ紡織株式会社 

ＴＢカワシマ株式会社 

大喜株式会社 

車両内装用表皮材 

8 特開 2018-199888 

トヨタ紡織株式会社 

ＴＢカワシマ株式会社 

大喜株式会社 

車両内装用表皮材 

9 実登 3219307 季 志成（中国） パイル織物および衣料 

10 特開 2018-197411 
信越石英株式会社 

旭化成株式会社 

ガラスヤーン、ガラスクロス、プリプレグ及

びプリント配線板 

11 特開 2018-197406 倉敷紡績株式会社 
セルロース撥水繊維を含む繊維集合体とその

製造方法及び繊維製品 

12 実登 3219212 

クリスタル マーティン 

インティメット（マカオ 

コマーシャル オフショ

ア）リミテッド（マカオ） 

超音波でホットメルト切断しやすいゴムバンド 

13 特開 2018-194063 

ＮＯＫ株式会社 

東レ株式会社 

東工コーセン株式会社 

樹脂製ベルト 
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 綿工連 ２０１８年（平成３０年） 一年の動き  

１月１２日………… 繊産連監査委員会（東京・繊維会館） 

１月１６日………… 繊産連役員総会・賀詞交換会（東京・東京プリンスホテル） 

１月２５日…………ＳＣＭ推進協議会理事会（東京・ＴＦＴビル） 

１月２５～２６日……ビワタカシマ２０１８春夏素材展大阪展（大阪・綿業会館） 

１月２９日…………第１１７回繊維通商問題委員会（東京・繊維会館） 

２月１５～１６日……ビワタカシマ２０１８春夏素材展東京展（東京・ふくい南青山２９１） 

２月２２～２３日……遠州織物コレクション（東京・文化ファッションインキュベーション） 

３月 ２日………… 綿工連綿’s 倶楽部全国交流会（今治タオル産地） 

３月 ７～８日……   播州織総合素材展（東京・文化ファッションインキュベーション） 

３月１２日………… 同交会理事会、綿スフ工連／綿工連正副理事長会議（大阪・綿業会館） 

３月１５日………… 第１１８回繊維通商問題委員会(東京・繊維会館) 

３月２３日………… 「平成３０年度綿スフ織物業振興事業助成金事業」に係る外部審査会 

３月２３日………… 第１回繊維産業技能実習事業協議会(経済産業省) 

４月 ５～６日……  第６回綿織物産地素材展（東京・文化ファッションインキュベーション） 

４月２３日………… 綿スフ工連／綿工連／同交会監事会（東京） 

４月２３日………… 第２回繊維産業技能実習事業協議会(経済産業省) 

５月 ９～１０日…… ＪFW-Premium Textile Japan ２０１９Ｓ/Ｓ（東京国際フォーラム） 

５月 ９日………… 第１１９回繊維通商問題委員会(東京・繊維会館) 

５月１１日………… 綿スフ工連・綿工連理事会（大阪・綿業会館） 

５月１２日………… 綿工連綿'ｓ倶楽部委員会（大阪・綿業会館） 

５月２５日………… 綿スフ工連／綿工連通常総会・理事会、同交会理事会・評議員会 

（大阪・綿業会館） 

５月２９日………… 第３回繊維産業技能実習事業協議会(経済産業省) 

６月１２日………… ＳＣＭ推進協議会理事会（東京・ＴＦＴビル） 

６月１５日………… 第１２０回繊維通商問題委員会(東京・繊維会館) 

６月１９日………… 第４回繊維産業技能実習事業協議会(経済産業省) 

14 特開 2018-194062 

ＮＯＫ株式会社 

東レ株式会社 

東工コーセン株式会社 

 樹脂製ベルト 

15 特開 2018-193635 
山華企業股▲ふん▼有限公

司（台湾） 

織物の縫目構造及び該織物の縫目構造の使用

法 

16 特開 2018-193626 ユニチカ株式会社 複合型モノフィラメント糸の製造方法 
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６月２6～２７日……ジェトロ欧米向けテキスタイル輸出展示商談会（東京・ジェトロ本部） 

６月２９日………… ＳＣＭ推進協議会理事会（東京・ＴＦＴビル） 

７月２４日………… 繊産連常任委員会（霞ヶ関ビル）   

８月 １日………… 第１２１回繊維通商問題委員会(東京・繊維会館) 

８月 ４日………… 綿工連綿’s 倶楽部委員会(大阪・綿業会館) 

９月２６日………… 第１２２回繊維通商問題委員会(東京・繊維会館) 

９月２７～２８日……綿スフ工連広幅先染専門委員会（九州産地） 

１０月１１日 …………第５回繊維産業技能実習事業協議会（東京・経済産業省） 

１０月１５日 …………外国人技能実習に係る委員会（大阪・綿業会館） 

１０月２６日………… 第１２３回繊維通商問題委員会(東京・繊維会館) 

１１月 １～２日………綿工連綿’s倶楽部「第５回機屋の直売会」(レンタルスペース “さくら”中目黒) 

１１月 ２日………… 綿スフ工連／綿工連／同交会監事会（東京） 

１１月 ５日 …………第８回日中韓繊維産業協力会議（中国・西安市） 

１１月 ９日 …………近畿以西事務局会議（九州産地） 

１１月２１～２２日……ＪFW-Premium Textile Japan ２０１９ Ａ/Ｗ、JFW-Japan Creation ２０１９ 

１１月２６日………… 第１２４回繊維通商問題委員会(東京・繊維会館) 

１２月 １日………… 綿工連綿’s 倶楽部委員会(大阪・綿業会館) 

１２月 ５日………… 繊産連常任委員会（東京・東海大学校友会館） 

１２月１１日………… 平成３０年度第２回取引改革委員会(東京・ＴＦＴビル) 

１２月２０日 ………… 第６回繊維産業技能実習事業協議会（東京・経済産業省） 

 

１月以降の行事 

１月１１日………… 繊産連監査委員会（東京・繊維会館） 

１月１６日………… 繊産連役員総会・・賀詞交換会（東京・東京プリンスホテル） 

１月２４日………… ＳＣＭ推進協議会理事会（東京・ＴＦＴビル） 

１月２４～２５日……ビワタカシマ２０２０春夏素材展 東京展（東京・ふくい南青山２９１） 

１月２９～３０日……播州織総合素材展（東京・アキバスクエア） 

１月３０日………… 第１２５回繊維通商問題委員会（東京・繊維会館） 

２月７～８日……… ビワタカシマ２０２０春夏素材展 大阪展（大阪・綿業会館） 

２月２１～２２日……遠州織物コレクション（東京・文化ファッションインキュベーション） 

２月２６日………… 綿スフ工連／綿工連／同交会理事会（大阪・綿業会館） 

３月 ２日………… 綿工連綿’s 倶楽部全国交流会（名古屋・名古屋観光ホテル） 

３月１９～２０日……第７回綿織物産地素材展（東京・文化ファッションインキュベーション） 

５月２１～２２日…… ＪFW-Premium Textile Japan ２０２０Ｓ/Ｓ（東京国際フォーラム） 

５月２４日…………綿スフ工連／綿工連通常総会、同交会理事会・評議員会（大阪・綿業会館） 
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“ジャパン・コットン・マーク”は 
優れた国産綿素材製品の証明です 

 

国産綿素材の優れた品質をアピールして需要振興を

図るため、国内で製造した綿素材の織物を使用した

繊維製品に対してジャパン・コットン・マークの表示を

推進しております。 


